
クリーンエネルギー自動車導入促進等補助金
令和4年度予算案額 155.0億円（155.0億円）

(1)製造産業局 自動車課
(2)製造産業局 自動車課

素材産業課
金属課

商務情報政策局 電池産業室

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ
事業目的・概要
我が国のCO2排出量の約2割を占めている運輸部門のCO2削減の
ため、環境性能に優れたクリーンエネルギー自動車の普及が重要です。
加えて、安全性を向上させる高度な機能や、災害に非常用電源とし
ても活用できる機能を有した車両もあり、クリーンエネルギー自動車の
普及は、社会全体のレジリエンス等向上にも重要です。
また、こうした自動車の電動化等の鍵となる蓄電池について、安定・
強靱なサプライチェーンを構築することが不可欠です。
本事業では、(1)初期需要の創出・量産効果による価格低減のため、
クリーンエネルギー自動車の購入費用の一部、(2)車載用をはじめと
した国内の蓄電池のサプライチェーン強靱化のため、建物・設備への
投資及び生産技術等に関する研究開発費用の一部、を補助します。

成果目標
令和3年度から令和7年度までの5年間の事業であり、「グリーン成長
戦略」等における、2035年までに新車販売に占める乗用車を電動
車100%とする目標の実現に向け、クリーンエネルギー自動車の普及
を促進します。

（１）クリーンエネルギー自動車導入事業

（２）蓄電池の先端生産技術導入・開発促進事業

• 先端的な蓄電池・材料の生産技術、リサイクル技術を用い
た大規模製造拠点を国内に立地する事業者に対し、その
ために必要となる建物・設備への投資及びこうした生産技
術等に関する研究開発に要する費用を補助します。

国 民間団体等

補助（定額）

購入者等
補助（定額,2/3,1/2等）

（1）

国 基金設置法人 民間企業等
補助（1/2,1/3等）

（2）
補助（定額）

クリーンディーゼル自動車プラグインハイブリッド自動車

電気自動車
※補助対象例

燃料電池自動車
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